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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、高速粘着加工に耐えうる耐熱性を有し、画面ディスプレイ用光
学フィルムに対して、高い偏光検査性を有し、クロスニコル下でのコントラスト性に優れ
た光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを提供することであ
る。
【解決手段】下記要件（１）～（３）を満たす光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレン
テレフタレートフィルム。
（１）最大配向角が１２°以下
（２）フィルム長手方向の１５０℃３０分における熱収縮率が０％～１％、かつ２００℃
３０分における熱収縮率が２％～４％
（３）広角Ｘ線回折測定で得られるフィルム（－１０５）面の結晶子長が７１Å以上８０
Å以下、かつフィルム（０１０）面の結晶子長が６５Å以上７５Å以下
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記要件（１）～（３）を満たす二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムからなる
、光学フィルム検査用フィルム。
（１）最大配向角が１２°以下
（２）フィルム長手方向の１５０℃３０分における熱収縮率が０％～１％、かつ２００℃
３０分における熱収縮率が２％～４％
（３）広角Ｘ線回折測定で得られるフィルム（－１０５）面の結晶子長が７１Å以上８０
Å以下、かつフィルム（０１０）面の結晶子長が６５Å以上７５Å以下
【請求項２】
さらに下記要件（４）～（５）を満たす請求項１に記載の光学フィルム検査用フィルム。
（４）フィルム長手方向の熱収縮応力曲線において、熱収縮応力の立ち上がり温度が１５
０℃以上
（５）フィルム長手方向の屈折率Ｎｘが１．６３以上１．６５以下、かつ幅方向の屈折率
Ｎｙが１．６７以上１．７０以下、かつ厚み方向の屈折率Ｎｚが１．４８以上１．４９以
下
【請求項３】
さらに下記要件（６）及び（７）を満たす請求項１または２に記載の光学フィルム検査用
フィルム。
（６）中心層とこれに接する両表層から構成される積層フィルム
（７）両表層は平均粒径１．０～５．０μｍの微粒子を０．１０～０．２０質量％含有す
る。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムに関する
ものである。詳しくは、優れた偏光検査性、加工特性を有する光学フィルム検査用二軸延
伸ポリエチレンテレフタレートフィルムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置の構成部材である偏光板、位相差偏光板または位相差板は、ＬＣＤの透過
光に明暗をつけることや、色相を変化させるために必要不可欠の部品であり、品質の安定
維持が重要課題とされている。これらの光学フィルムは、その一方の面に粘着層が設けら
れ、その粘着層の上に、光学フィルムを保護するためのフィルム（光学フィルム検査用フ
ィルム）を積層した積層体の状態で検査され、ロール状態に巻いて運搬或いは保管される
。このような光学フィルム検査用フィルムの基材には、強度機能やコストの観点から、二
軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムが広く用いられている。直鎖状の高分子が配
向した構造を有する二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、光学的に複屈折性
を示す複屈折体である。よって、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは分子の
配向方向に対して平行方向と垂直方向の直行する２本の光学軸を有する。そのため検査用
フィルムの基材が有する光学軸が光学フィルムの光学軸に対して傾斜した状態で積層され
ると、クロスニコル下におかれた際に透過光や干渉色を呈し、欠点検査を阻害する要因と
なってしまう。従って、光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィル
ムには、優れた光学軸精度が求められる（特許文献１）。
【０００３】
　かかる光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルムは、回
転速度に差を設けたロール間で長手方向に延伸された後に、テンター内でフィルムの端部
を把持された状態で幅方向に延伸され、熱固定されることによって製造される。この場合
、ボーイング現象によりフィルム中央部よりも端部の方が光学軸の歪み、すなわち配向主
軸の歪みが大きくなるため、中央部の極限られた製品しかこの用途に用いることができな
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かった。
【０００４】
　フィルムのボーイングを低減させる方法としては、幅方向延伸後に一旦ポリエチレンテ
レフタレートのガラス転移温度以下に冷却した後熱処理する方法、幅方向延伸後にニップ
ロールを設ける方法、熱処理室を複数のゾーンに分けて段階的に昇温する方法、幅方向に
温度分布を設けて熱処理ゾーンに導く方法、幅方向の延伸倍率を大きくする方法などが提
案されている。（特許文献２～５）
【０００５】
　光学フィルム検査工程においては、上記のような方法により光学軸の歪みを低減させた
フィルムに粘着加工などを施して光学フィルム検査用離型フィルム、プロテクトフィルム
を作製し、これを光学フィルムに積層し、クロスニコル下において光学フィルムの品質を
目視チェックする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－４０２４９号公報
【特許文献２】特開２００８－２４６６８５号公報
【特許文献３】特開２００８－１６３２６３号公報
【特許文献４】特開２００５－１４５４５号公報
【特許文献５】特開２００４－１８５８８号公報
【特許文献６】特許４５３１１１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　現在、上記特許文献に提案のフィルムが光学フィルム検査用に用いられている。ところ
が、ディスプレイの大画面化は飛躍的に進展しており、４２インチ以上の大画面ディスプ
レイが市場に浸透してきている。このような、大画面ディスプレイの進展と検査精度向上
の要求を満足するためには、より長幅にわたって光学軸の歪みを低減することが必要とな
ってきた。さらに、高精細化の要求により、従来問題とされなかったレベルの異物、欠点
でも確実に認知する必要が生じてきており、従来から提案されているフィルムでは対応が
難しくなってきている。
【０００８】
　さらに、光学フィルム検査用離型フィルム、プロテクトフィルムを作製する場合には粘
着加工などを行うが、低コスト化の要求は強く、生産性向上のため高温加工に耐えうる高
い耐熱性が必要とされる。
【０００９】
　現在、上記特許文献に提案のフィルムが光学フィルム検査用に用いられている。特に、
フィルムの製造コストの観点から、特殊な製造設備の必要なく、配向主軸の歪みを低減す
る製造方法として熱固定温度を低温化することにより、熱処理室で発生する縦方向の収縮
応力を低減し、配向主軸の歪みを抑える試みがなされているが、配向主軸の歪みは低減す
るものの、熱固定温度の低温化によりフィルムの結晶化が抑制され、加熱時のフィルム収
縮率が高くなってしまう。配向主軸の歪みと耐熱性をある程度バランスさせることはでき
るが、近年大画面化と低コスト化の要求が著しいディスプレイ業界においては、従来から
提案されているフィルムでは対応が難しくなってきている。
【００１０】
　本発明の課題は、高い温度の後加工に耐えうる高い耐熱性を有し、大画面ディスプレイ
用光学フィルムの検査を精度よく高速で行うことのできる光学フィルム検査用二軸延伸ポ
リエチレンテレフタレートフィルムを提供することである。すなわち、高速粘着加工に耐
えうる耐熱性を有し、かつ、大画面ディスプレイ用光学フィルムに対して、高い偏光検査
性を有し、クロスニコル下でのコントラスト性に優れた光学フィルム検査用二軸延伸ポリ
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エチレンテレフタレートフィルムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　代表的な本発明は以下のとおりである。
項１．
　下記要件（１）～（３）を満たす二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムからな
る光学フィルム検査用フィルム。
（１）最大配向角が１２°以下
（２）フィルム長手方向の１５０℃３０分における熱収縮率が０％～１％、かつ２００℃
３０分における熱収縮率が２％～４％
（３）広角Ｘ線回折測定で得られるフィルム（－１０５）面の結晶子長が７１Å以上８０
Å以下、かつフィルム（０１０）面の結晶子長が６５Å以上７５Å以下
項２．
さらに下記要件（４）～（６）を満たす項１に記載の光学フィルム検査用フィルム。
（４）フィルム長手方向の熱収縮応力曲線において、熱収縮応力の立ち上がり温度が１５
０℃以上
（５）フィルム長手方向の屈折率Ｎｘが１．６３以上１．６５以下、かつ幅方向の屈折率
Ｎｙが１．６７以上１．７０以下、かつ厚み方向の屈折率Ｎｚが１．４８以上１．４９以
項３．
さらに下記要件（６）及び（７）を満たす項１または２に記載の光学フィルム検査用フィ
ルム。
（６）中心層とこれに接する両表層から構成される積層フィルム
（７）両表層は平均粒径１．０～５．０μｍの微粒子を０．１０～０．２０質量％含有す
る。
項４．
項１～３のいずれかに記載の光学フィルム検査用フィルムが積層された光学フィルム。
項５．
光学フィルムが、偏光板、位相差偏光板、及び位相差板から成る群より選択される一種以
上である、項４に記載の光学フィルム。
項
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、優れた
偏光検査性を有するので、大画面用途の光学フィルムの高精度の検査に好適である。また
、好ましい実施態様によれば、熱収縮率が低いため、高温での後加工処理に好適である。
また、更に好ましい実施形態によれば、易滑性に優れるため、加工工程中でのキズ発生が
抑制されるため検査効率に優れる、光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレ
ートフィルムを提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、ポリエ
チレンテレフタレート系樹脂よりなる。ここで、ポリエチレンテレフタレート系樹脂は、
エチレングリコールおよびテレフタル酸を主な構成成分として含有する。本発明の目的を
阻害しない範囲であれば、他のジカルボン酸成分およびグリコール成分を共重合させても
良い。上記の他のジカルボン酸成分としては、イソフタル酸、ｐ－β－オキシエトキシ安
息香酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、４，４’－ジカルボキシベンゾフェノン、ビ
ス－（４－カルボキシフェニルエタン）、アジピン酸、セバシン酸、５－ナトリウムスル
ホイソフタル酸、シクロヘキサン－１、４－ジカルボン酸等が挙げられる。上記の他のグ
リコール成分としては、プロピレングリコール、ブタンジオール、ネオペンチルグリコー
ル、ジエチレングリコール、ビスフェノールＡ等のエチレンオキサイド付加物、ポリエチ
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レングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等が挙げら
れる。この他、ｐ－オキシ安息香酸等のオキシカルボン酸成分も利用され得る。
【００１４】
　このようなポリエチレンテレフタレート系樹脂（以下、単にＰＥＴという）の重合法と
しては、テレフタル酸とエチレングリコール、および必要に応じて他のジカルボン酸成分
およびジオール成分を直接反応させる直接重合法、およびテレフタル酸のジメチルエステ
ル（必要に応じて他のジカルボン酸のメチルエステルを含む）とエチレングリコール（必
要に応じて他のジオール成分を含む）とをエステル交換反応させるエステル交換法等の任
意の製造方法が利用され得る。
【００１５】
　また、前記ポリエチレンテレフタレート系樹脂の固有粘度は、０．４５ｄｌ／ｇ～０．
７０ｄｌ／ｇの範囲が好ましい。固有粘度が０．４５ｄｌ／ｇよりも低いと、フィルムが
裂けやすくなり、０．７０ｄｌ／ｇより高いと濾圧上昇が大きくなって高精度濾過が困難
となる。
【００１６】
　本発明におけるポリエチレンテレフタレート系樹脂には、微粒子を添加してフィルムの
作業性（滑り性）を良好なものとすることが好ましい。微粒子としては任意のものが選べ
るが、たとえば、シリカ、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、アルミナ、
カオリナイト、タルクなどの無機粒子やその他の有機粒子が挙げられる。特に透明性の観
点から、樹脂成分と屈折率が比較的近い、シリカ粒子が好ましく、特に不定形シリカが好
適である。
【００１７】
　本発明の好ましい実施態様として、良好な透明性と安定な作業性（特に表面摩擦特性）
を得るためには、多層構成を有するフィルムであって表層にのみ微粒子を含有するポリエ
チレンテレフタレートフィルムを用いることもできる。このような基材フィルムとしては
、中心層（ｂ層）の両面に微粒子を含有する表層（ａ層）が共押出法により積層されてな
る多層構成（ａ／ｂ／ａ）を有するポリエチレンテレフタレートフィルムを用いることが
好ましい。表裏の表層を構成する層は、互いに同種であっても、異種であっても良いが、
基材フィルムの平面性を保持する為には、表裏の表層のポリエチレンテレフタレート系樹
脂は同構成とすることが望ましい。
【００１８】
　表層中に含まれる微粒子の平均粒径は１．０～５．０μｍが好ましく、より好ましくは
１．５～４．０μｍの範囲であり、更に好ましくは２．０～３．０μｍの範囲である。微
粒子の平均粒径が１．０μｍ以上であれば、表面に易滑性付与に好適な凹凸構造を付与す
ることができ好ましい。一方、微粒子の平均粒径が５．０μｍ以下であれば、高い透明性
が維持されるので好ましい。また、表層中の微粒子の含有量は、０．１０～０．２０質量
％であることが望ましく、好ましくは０．１０～０．１５質量％である。表層中の微粒子
の含有量が０．１０質量％以上であれば、表層表面に易滑性付与に好適な凹凸構造を付与
することができ好ましい。一方、表層中の微粒子の含有量が０．２０質量％以下であれば
、高い透明性が維持されるので好ましい。
【００１９】
　中心層に含まれる微粒子の平均粒径は１．０～５．０μｍが好ましく、より好ましくは
１．５～４．０μｍの範囲であり、更に好ましくは２．０～３．０μｍの範囲である。微
粒子の平均粒径が１．０μｍ以上であれば、フィルムヘーズの調整を容易に行うことがで
き好ましい。一方、微粒子の平均粒径が５．０μｍ以下であれば、高い透明性が維持され
るので好ましい。また、中心層に含まれる微粒子の含有量は、０．１０質量％以下である
ことが好ましく、０．０８質量％以下がより好ましく、０．０５質量％以下が更に好まし
い。なお、下限は０．００質量％である。
【００２０】
　なお、上記の微粒子の平均粒径の測定は下記方法により行う。微粒子を走査型電子顕微
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鏡（ＳＥＭ）で写真を撮り、最も小さい微粒子１個の大きさが２～５ｍｍとなるような倍
率で、３００個の微粒子の最大径（最も離れた２点間の距離）を測定し、その平均値を平
均粒径とする。
【００２１】
　本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、全光線
透過率が８５％以上であることが好ましい。高精細化に対応して光学フィルムの検査精度
が向上している。異物の検出を向上させるためには、光学フィルム検査用フィルムとして
は透明性が高いことが望ましい。そのため、本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエ
チレンテレフタレートフィルムの全光線透過率は８５％以上が好ましく、８７％以上がよ
り好ましく、８９％以上が更に好ましい。光学フィルム検査工程での視認性向上のために
は、全光線透過率は高ければ高いほど良いが、易滑り性のために粒子を含有したポリエチ
レンテレフタレートフィルムにおいては１００％の全光線透過率は技術的に達成困難であ
り、実質的な上限は９１％である。
【００２２】
　また、本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、
ヘーズが１５％以下であることが好ましい。異物の存在を際立たせ、より高い検査精度を
得るためには、高いコントラストを得ることが望ましい。そのため、本発明の光学フィル
ム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムにおけるヘーズは１５％以下であ
ることが好ましく、７％以下であることがより好ましく、３％以下であることがさらに好
ましく、２．８％以下が特に好ましい。高いコントラストを得るためには、ヘーズは低い
方が好ましいが、易滑り性のために粒子を含有したポリエチレンテレフタレートフィルム
においては１％が下限であると思われる。なお、上記ヘーズおよび全光線透過率は、ＪＩ
Ｓ－Ｋ７１０５に準じ、濁度計を使用して、測定することができる。
【００２３】
　本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、最大配
向角が１２°以下であることが好ましい。これにより、クロスニコル下での高いコントラ
スト得ることができる。最大配向角が１２°より大きくなると、光学フィルム検査用フィ
ルムを積層した光学フィルムのクロスニコル下での光の漏れが大きくなり目視検査性を阻
害するため高精度の目視検査に使用できない場合がある。最大配向角は、好ましくは１１
°以下であり、より好ましくは１０°以下であり、更に好ましくは９°以下であり、より
更に好ましくは８°以下である。最大配向角は、後述する実施例の（１）に示す方法で測
定される。
【００２４】
　本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、１５０
℃で３０分間加熱したときの長手方向の熱収縮率が１．０％以下であることが好ましい。
熱収縮率は、０．８％以下であることがより好ましい。前記熱収縮率が１．０％以下であ
ると、１５０℃以上の高温熱処理加工であっても高い寸法安定性が得られるので、生産性
の向上に著しく寄与しえる。上記熱収縮率は低いことが好ましいが、製造上の点から０％
程度が下限と考える。一実施形態において、本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエ
チレンテレフタレートフィルムは、１５０℃で３０分間加熱したときの幅方向の熱収縮率
も１．０％以下であることが好ましく、０．８％以下であることがより好ましい。幅方向
の熱収縮率の下限は０％程度である。
【００２５】
　本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、２００
℃で３０分間加熱したときの長手方向の熱収縮率が４．０％以下であることが好ましい。
熱収縮率は、３．０％以下であることがより好ましく、２．５％以下が更に好ましい。前
記熱収縮率が４．０％以下であると、２００℃以上の高温熱処理加工であっても高い寸法
安定性が得られるので、生産性の向上に著しく寄与しえる。上記熱収縮率は低いことが好
ましいが、製造上の点から２％程度が下限と考える。一実施形態において、本発明の光学
フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、２００℃で３０分間加
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熱したときの幅方向の熱収縮率も４．０％以下であることが好ましく、３％以下であるこ
とがより好ましく、２．５％以下であることが更に好ましい。幅方向の熱収縮率の下限は
０％程度である。熱収縮率は、後述する実施例の（２）に示す方法で測定される。
【００２６】
　また、本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの厚
みは特に制限されるものではなく任意であるが、９～３００μｍであることが好ましく、
１２～１００μｍの範囲であることがより好ましく、１４～５０μｍがよりさらに好まし
い。厚さが３００μｍを超えるとコスト面で問題があり、またリターデーションが大きく
なり、クロスニコル化での視認性が低下しやすくなる。また、厚さが９μｍに満たない場
合は、機械的特性が低下し、保護フィルムとしての機能が果たせないおそれがある。
【００２７】
　また、中心層（ｂ層）の両面に微粒子を含有する表層（ａ層）が共押出法により積層さ
れてなる多層構成（ａ／ｂ／ａ）の２種３層構成の場合は、片面における表層の厚さは、
０．５～１０μｍが好ましく、１～５μｍがより好ましい。表層の厚みが上記範囲を超え
る場合は、フィルムのヘーズが低下する場合がある。
【００２８】
　本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを得るため
の制御の指標として、結晶子長を使用することができる。すなわち、広角Ｘ線回折測定で
得られるフィルム（－１０５）面の結晶子長が７１Å以上８０Å以下、かつフィルム（０
１０）面の結晶子長が６５Å以上７５Å以下となるよう制御することが好ましい。より好
ましくは（－１０５）面の結晶子長が７１Å以上７７Å以下、かつ（０１０）面の結晶子
長が６５Å以上７４Å以下である。更に好ましくは、（－１０５）面の結晶子長が７１Å
以上７３Å以下、かつ（０１０）面の結晶子長が６５Å以上６９Å以下である。フィルム
の結晶子長を上記範囲とすることにより、幅方向・長手方向に結晶子が成長した構造とす
ることができる。すなわち、結晶子が非晶鎖を固定し、熱収縮しにくい構造となる。
【００２９】
　なお、ここで（－１０５）面は、ＰＥＴ結晶子の分子鎖とほぼ垂直な面であり、その結
晶子長は、分子鎖に平行な方向の結晶子サイズを反映する。また（０１０）面は、ＰＥＴ
結晶子の分子鎖とほぼ平行な面であり、その結晶子長は、分子鎖に垂直な方向の結晶子サ
イズを反映する。しかるに、幅方向に延伸されたフィルムでは、ＰＥＴ分子鎖は多分に幅
方向に配向していることから、（－１０５）面は幅方向の結晶子サイズをよく反映し、（
０１０）面は長手方向の結晶子サイズをよく反映すると考えられる。結晶子長は、後述す
る実施例の（３）に示す方法で測定される。
【００３０】
　本発明の光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの製造方法
について説明する。ポリエチレンテレフタレートのペレットを用いた代表例について詳し
く説明するが、当然本発明はこれに限定されるものではない。
【００３１】
　まず、フィルム原料を水分率が１００ｐｐｍ未満となるように、乾燥あるいは熱風乾燥
する。次いで、各原料を計量、混合して押し出し機に供給し、シート状に溶融押出を行う
。さらに、溶融状態のシートを、静電印加法を用いて回転金属ロール（キャスティングロ
ール）に密着させて冷却固化し、未延伸ＰＥＴシートを得る。
【００３２】
　また、溶融樹脂が２８０℃に保たれた任意の場所で、樹脂中に含まれる異物を除去する
ために高精度濾過を行う。溶融樹脂の高精度濾過に用いられる濾材は、特に限定はされな
いが、ステンレス焼結体の濾材の場合、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｓｂ、Ｇｅ、Ｃｕを主成分とする凝
集物及び高融点有機物の除去性能に優れ好適である。
【００３３】
　表層（ａ層）と中間層（ｂ層）とを共押出し積層する場合は、２台以上の押出し機を用
いて、各層の原料を押出し、多層フィードブロック（例えば角型合流部を有する合流ブロ
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ック）を用いて両層を合流させ、スリット状のダイからシート状に押出し、キャスティン
グロール上で冷却固化せしめて未延伸フィルムを作る。あるいは多層フィードブロックを
用いる代わりにマルチマニホールドダイを用いても良い。
【００３４】
　次に、前記の方法で得られた未延伸フィルムを逐次二軸延伸し、次いで熱処理を行う。
本発明では、以下のような延伸方法を行い、延伸工程で加えられる温度と、フィルムの配
向状態を制御することにより、これまでに困難であった耐熱性と偏光検査性を高い領域で
両立させるに至った。
【００３５】
　本発明における二軸延伸ポリエチレンテレフタレート系フィルムを得るためには、長手
方向の延伸を下記範囲において行うことが好ましい。下記範囲を外れると、続く幅方向の
延伸において良好な製膜性を得ることが困難となる。
【００３６】
　まず、未延伸フィルムを長手方向に縦延伸する。延伸温度をガラス転移温度～ガラス転
移温度＋３０℃、延伸倍率を２～４倍とすることが好ましい。より好ましくは、ガラス転
移温度～ガラス転移温度＋１０℃、延伸倍率２．５～３．０倍であるが、縦延伸後のシー
トの複屈折Ｎｘ－（Ｎｙ＋Ｎｚ）／２が０．０７５～０．１１０となる条件であれば、特
に限定されるものではない。なお、ここで、Ｎｘはフィルム長手方向の屈折率、Ｎｙはフ
ィルム幅方向の屈折率、Ｎｚはフィルム厚み方向の屈折率である。
【００３７】
　縦延伸後のシートの複屈折Ｎｘ－（Ｎｙ＋Ｎｚ）／２は、０．０７５～０．１１０の範
囲とすることが好ましい。より好ましくは０．０８０～０．０９８、更に好ましくは０．
０９～０．０９５である。Ｎｘ－（Ｎｙ＋Ｎｚ）／２が０．０７５より低いと、長手方向
の配向が低いために強度が劣り、また長手方向での厚み変動が大きくなりやすい。Ｎｘ－
（Ｎｙ＋Ｎｚ）／２が０．１１より高いと、長手方向の配向が高いために配向結晶化が進
行し、横延伸時の破断や幅方向での厚みむらが生じやすくなる。
【００３８】
　縦延伸後のシートの複屈折の測定方法は、特に限定されない。縦延伸後のシートをロー
ルに抱いてサンプリングし、アッベ屈折率計により測定する方法、オンライン複屈折計を
用いる方法等、任意の方法が利用され得る。
【００３９】
　次に縦延伸後の樹脂シートを加熱する。加熱温度は、５０℃～１２０℃の範囲とするこ
とが好ましい。より好ましくは７０℃～１１０℃、更に好ましくは９０℃～１００℃であ
る。上記範囲の温度での加熱により、樹脂シートの熱結晶化が充分に進行し、横延伸時の
破断や厚みむらが低減される。また、加熱時間は１秒を超えない時間であることが好まし
いが、熱結晶化が充分に進行する加熱時間であれば、特に限定されるものではない。
【００４０】
　縦延伸後の樹脂シートの加熱方法としては、近赤外線ヒーター照射、熱風噴射、マイク
ロ波照射等の任意の加熱方法が利用され得る。
【００４１】
　つづいて、加熱後の樹脂シートを幅方向に延伸する。延伸工程は、樹脂シートを予熱す
る工程と、幅方向に延伸する工程を含む。
【００４２】
　本発明における二軸延伸ポリエチレンテレフタレート系フィルムを得るために重要なこ
ととして、幅方向の延伸を下記範囲にて行うことが挙げられる。下記範囲を外れると、高
温での熱寸法安定性を得ることが困難となる。
【００４３】
　これまで、１５０℃より低温での長手方向の熱収縮を小さくするために、延伸処理後に
延伸張力を緩める方法、フィルムを把持するクリップの間隔を狭くする方法、弛緩してア
ニール処理を施す方法などが提案されてきた。しかしながら、１５０℃以上の高温での長
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手方向の熱収縮を小さくするためには、本願発明では、幅方向に延伸する際の温度を結晶
化温度より充分に高くし、つづく熱固定ときわめて近しい温度とした。
【００４４】
　延伸温度が１５０℃以上の高温での長手方向の熱収縮に及ぼす作用については定かでは
ないが、以下のように非晶と結晶構造が変化するためであると考えている。すなわち。非
晶部分については、結晶化温度より充分に高い温度での延伸では、非晶鎖の運動性が上昇
するため、延伸時の応力が低下する。非晶部分は延伸の進行に伴い幅方向に配向するが、
応力が低いため、幅方向への配向が進行しやすく、長手方向の配向は残りにくいと考えら
れる。ゆえに延伸後フィルムでは長手方向の非晶鎖の配向度が低下すると考えられる。
【００４５】
　その一方で結晶部分は、以下のようであると考えている。すなわち。長手方向に延伸し
たシートでは、一般に長手方向に配向した結晶が形成されている。該シートを幅方向の延
伸に供する際、ガラス転移温度付近での延伸では、結晶子およびラメラ構造は延伸初期に
一度崩壊し、延伸後期に幅方向に配向した構造が形成される。しかし、結晶化温度より充
分に高い温度での延伸では、結晶子およびラメラ構造は崩壊せず、構造を維持したまま回
転して配向が変化する。ゆえに延伸後のフィルムでは、長手方向と幅方向ともに結晶子サ
イズが成長すると考えられる。
【００４６】
　しかるに、長手方向において非晶配向が緩和して縮みにくく、結晶構造が成長して構造
を固定しているために、長手方向の熱収縮率が低下すると考えられる。
【００４７】
　ただし、延伸応力の極度な低下は、一方で、延伸過程での脆性破壊や延伸むらを生じや
すくする。そのため、良好な延伸性を得るために、長手方向に延伸した後に、テンターで
の予熱とは別に、フィルムに加熱処理を施すことが好ましい。加熱処理によってフィルム
に熱結晶が導入され、結晶が分子鎖間を架橋するために、延伸応力の極度の低下による破
壊やむらを抑制し、良好な延伸性が得られると考えられる。
【００４８】
　まず予熱温度は、１４０℃以上１９０℃以下の温度とする。好ましくは、１５０℃以上
１８０℃以下、より好ましくは１７０℃以上１８０℃以下である。また、延伸温度との温
度差は、延伸温度－２０℃～延伸温度－０℃の範囲であることが好ましい。更に好ましく
は、延伸温度－１０℃～延伸温度－０℃である。１４０℃より下では、予熱不足のために
フィルム全面の白化、破断などが起こりやすい。１９０℃より上では、予熱過剰のために
延伸むらの発生や、脆性破壊が起こりやすい。
【００４９】
　つづいて、延伸温度は、１６０℃以上１９０℃以下とすることが好ましい。より好まし
くは１７０℃以上１９０℃以下、更に好ましくは１８０℃以上１８５℃以下である。延伸
温度が１６０℃より下では、温度不足のためにフィルム全面が白化する。また非晶鎖の緩
和および結晶子の成長が充分に起こらず、配向角の低減効果が小さい。一方で延伸温度が
１９０℃より上では、温度過剰のため、延伸応力が低下して延伸むらが発生しやすい。ま
た熱により結晶構造が融解しやすいため、結晶子の充分な成長が見られない。いずれにお
いても、１５０℃より高温での熱寸法安定性を維持するのが困難となる。
【００５０】
　また、延伸倍率は５．５倍以上７．０倍以下とすることが好ましい。より好ましくは６
．０倍以上７．０倍以下、更に好ましくは６．０倍以上６．５倍以下である。延伸倍率が
５．５倍より下では、延伸残が発生し品位が損なわれる。５．５倍以上では、幅方向の厚
みむらが低減されるため好ましく、加えて幅方向の強度が付与されるため好ましい。延伸
倍率が７．０倍以下では、幅方向の耐破れ性を奏する上で好ましく、加えて破断が抑えら
れるため好ましい。
【００５１】
　幅方向に延伸後、つづいてフィルムに熱固定を行う。熱固定工程では、フィルムを２０
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０℃以上２４０℃以下の温度で熱固定した後、７％程度緩和する。熱固定の温度は、より
好ましくは２１０℃以上２４０℃以下、更に好ましくは２３０℃以上２４０℃以下である
。２００℃より下ではフィルムの熱結晶化が充分に進行せず、構造が固定されないため、
高温延伸処理の効果が充分に得られない。２４０℃より上では、融点に近いために構造が
融解し、脆性破壊が起こりやすい。また、フィルムの緩和率は特に限定されず、任意の率
が設定され得る。
【００５２】
　本発明のフィルムは上記方法により製造することができるが、上記の方法で得られるも
のに限定されるものではない。本発明のフィルムを製造する上で重要なのは、上記技術思
想に基づき、縦延伸、横延伸、熱固定を限られた範囲で高精度の制御をすることである。
【００５３】
　上記製造方法によれば、フィルム全幅においては配向角が小さいフィルムを得ることが
できる。特に、製膜後のフィルム全幅の端縁を０％、他の端縁を１００％としたとき、８
０％～９０％の領域においても最大配向角を１２°以下にすることができる。
【００５４】
　制御の指標として、フィルムの配向を使用することができる。すなわち、フィルム長手
方向の屈折率Ｎｘが１．６３以上１．６５以下、かつ幅方向の屈折率Ｎｙが１．６７以上
１．７０以下、かつ厚み方向の屈折率Ｎｚが１．４８以上１．４９以下となるよう制御す
ることが好ましい。フィルム長手方向の屈折率Ｎｘは、より好ましくは１．６３以上１．
６４以下である。フィルムの配向を上記範囲とすることにより、幅方向の非晶鎖の配向度
が上昇する一方で、長手方向の非晶鎖の配向度が低下した構造とすることができる。すな
わち、長手方向の非晶鎖の配向が緩和し、熱収縮しにくい構造となる。
【００５５】
　熱収縮率は、収縮時に作用する応力が低いほど低下する。そのため、本発明のフィルム
はフィルム長手方向の熱収縮応力曲線において、高温での収縮応力が低いことが望ましい
。ゆえに、熱収縮応力曲線において、応力の立ち上がり温度が１５０℃以上であることが
好ましく、より好ましくは１５５℃以上、更に好ましくは１６０℃以上である。応力の立
ち上がり温度は高ければ高いほど良いが、２００℃以上とすることは、製造上の点から、
延伸過程での融解の恐れがあるため達成困難であり、実質的な上限は１９０℃である。
【００５６】
　上記範囲を外れると、熱寸法安定性が不良となり、高温下での熱寸法安定性が維持され
ない。
【００５７】
　本発明の光学フィルム検査用フィルムが積層される光学フィルムは、特に制限されず任
意である。光学フィルムとしては、例えば、偏光板、位相差偏光板、及び位相差板等を挙
げることができる。光学フィルム検査用フィルムは、光学フィルムの両面に積層されても
良く、いずれか一方の面のみに積層されても良い。光学フィルム検査用フィルムを光学フ
ィルムに積層する手段は任意であり、光学フィルムに離型フィルム又はプロテクティブフ
ィルムを積層する際に一般的に採用される手段を用いることができる。
【００５８】
　本発明のフィルムは上記方法により製造し得るものであるが、上記技術思想の範囲であ
れば、上記具体的に開示された方法に限定されるものはない。本発明のフィルムを製造す
る上で重要なのは、上記技術思想に基づき、上述の製造条件について極めて狭い範囲で高
精度の制御をすることである。
【実施例】
【００５９】
　次に、本発明の効果を実施例および比較例を用いて説明する。まず、本発明で使用した
特性値の評価方法を下記に示す。
【００６０】
（１）最大配向角
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　各実施例で得られた光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム
の幅において、端縁を０％とし、他の端縁を１００％とする。上記フィルム幅の１０％に
相当する領域から９０％に相当する領域について、幅方向に１００ｍｍピッチで連続して
ｎ個の１００ｍｍ四方の正方形のフィルムサンプルを切り出した。該正方形のフィルムサ
ンプルは長手方向、又は幅方向のいずれかの軸を基準に直角に切り出した。各フィルムサ
ンプルについて、王子計測器株式会社製、ＭＯＡ－６００４型分子配向計を用いて、フィ
ルム長手方向に対する分子鎖主軸の配向角（θｉ、－９０°≦θｉ≦９０°）、及び下記
式によって定義される機械軸方向（長手方向、または幅方向のいずれか）に対する光学主
軸の傾斜角（ξｉ）を測定した。それぞれ長手方向に３箇所サンプリングしその平均値を
求めた。なお、ｎは、フィルム全幅に０．８を乗じ、１００ｍｍで除した数値の小数点以
下を切り上げた整数である。また、ｉはサンプル番号を表し、ｉ＝１～ｎである。
　このうち、光学主軸の傾斜角（ξｉ）の値が最大のものを、最大配向角とした。
　｜θ｜≦４５度のとき　ξ＝｜θ｜
　｜θ｜＞４５度のとき　ξ＝｜９０度－｜θ｜｜
【００６１】
（２）１５０℃および２００℃熱収縮率（長手方向及び幅方向の熱収縮率）
　ＪＩＳ　Ｃ　２３１８－１９９７　５．３．４（寸法変化）に準拠して測定した。測定
すべき方向（長手方向または幅方向）に対し、フィルムを幅１０ｍｍ、長さ１９０ｍｍに
切り取り、１０ｍｍ間隔で印をつけ、印の間隔（Ａ）を測定した。フィルムを１５０℃の
雰囲気中のオーブンに入れ、無荷重下で１５０℃±３℃で３０分間加熱処理した後、印の
間隔（Ｂ）を測定した。以下の式より１５０℃加熱収縮率を求めた。
熱収縮率（％）＝（Ａ－Ｂ）／Ａ×１００
また、同様の方法でフィルムを２００℃の雰囲気中のオーブンに入れ、無荷重下で２００
℃±３℃で３０分間加熱処理し、２００℃加熱収縮率を求めた。測定は、各実施例で得ら
れた光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの中央部にて行っ
た。
【００６２】
（３）結晶子長
　理学電機製Ｘ線回折装置ＲＩＮＴ２５００を用い、透過法にて測定した。フィルムを装
置に設置し、フィルム面に対して垂直にＸ線を照射する。次いで、結晶格子面間隔に対す
る（－１０５）面の結晶ピーク強度および（０１０）面の結晶ピーク強度を測定する。得
られる結晶ピーク曲線においてピークの半値幅を算出し、また、ピークが最も高くなる時
のＸ線回折角を算出した。半値幅およびＸ線回折角をＳｃｈｒｒｅｒの式「ＡＣＳ＝ｋλ
／βｃｏｓθ」に代入し、見かけの結晶子長ＡＣＳを計算した。ここで、ｋは補正定数、
λはＸ線波長、βは半値幅の二乗から装置のブロードニング定数の二乗を除いた値の平方
根、θはＸ線回折角である。
【００６３】
（４）熱収縮応力
　セイコーインスツルメンツ社製ＴＭＡ／ＳＳ６１００型熱機械的分析装置を用い測定し
た。測定すべき方向に対し、フィルムを幅２ｍｍ、長さ３０ｍｍに切り取った。次いで、
フィルムを装置に設置し、測定時の下側荷重を１．０７６３ｍＮに設定する。組立Ｌ制御
モードを選択し、室温から２５０℃まで速度２０℃／分で昇温する。得られる熱収縮応力
曲線において、熱収縮応力曲線が立ち上がる前のベースラインと、熱収縮応力が立ち上が
ったあと、傾きが最大となる点における接線との交点の温度を熱収縮曲線の立ち上がり温
度とした。測定は、各実施例で得られた光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフ
タレートフィルムの中央部にて行った。
【００６４】
（５）屈折率
　ＪＩＳ　Ｋ　７１４２に準拠して測定した。アッベ屈折率計により、ＮａＤ線光で屈折
率を測定した。接触液はヨウ化メチレンを用い、長手方向の屈折率（Ｎｘ）、幅方向の屈
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折率（Ｎｙ）及び厚み方向の屈折率（Ｎｚ）を測定した。測定は、各実施例で得られた光
学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの中央部において行った
。
【００６５】
（６）全光線透過率、ヘーズ
　ＪＩＳ　Ｋ　７１３６「プラスチック　透明材料のヘイズの求め方」に準拠して測定し
た。測定器には、日本電色工業社製ＮＤＨ－５０００型濁度計を用いた。
【００６６】
（７）熱しわ判定法
　得られたフィルムの片面に下記の成分を含むシリコーン塗布液を加工張力１０ｋｇ／ｍ
を印可した状態でダイコート方式でシリコーンを塗布し、１５０℃のオーブンで乾燥させ
た。
（シリコーン塗布液）
硬化性シリコーン（ＫＳ８４７H、信越化学） １００質量部
硬化剤（ＣＡＴＰＬ－５０Ｔ、信越化学） ２質量部
希釈剤 メチルエチルケトン／キシレン／メチルイソブチルケトン ８９８質量部
得られたシリコ－ン塗布後のサンプルをロ－ルからカットして、平坦なテ－ブルの上に５
ｍの長さを広げて、塗布面に蛍光灯の光を反射させて下記評価方法により熱しわの有無を
確認する。
○：熱しわは全く見られず良好。
△：全面に熱しわは見られないが部分的に熱しわがみられる。
×：全面に熱しわが確認できる。
【００６７】
（８）延伸性
フィルム製膜を２０分間連続で行い、途中破断する回数を計測した。
○：破断が起こらない
△：破断が発生するが、フィルム採取は可能
×：破断が頻発し、フィルム採取不可能
【００６８】
（９）易検査性
　得られたフィルムの長手方向と検査用カットサンプルの長手方向が平行になるようにサ
ンプルを切り出し、検査用サンプルを作製した。白色光源の上に２枚の偏光板をクロスニ
コルに配置し、その間に一方の偏光板における偏光方向とサンプルの端面が平行となるよ
うに、得られたフィルムを配置した。光源として１８０Ｗのメタハラ伝送ライトを用いた
。クロスニコルを通して見られる偏光板像より易検査性を評価した。
○：クロスニコルを通した際のコントラストが良好で、検査性が良い。
△：延伸むら、未延伸部、白化のいずれかが、観察するフィルムの全面積中の５０％をこ
えない範囲で見られるため、検査性がやや悪い。
×：延伸むら、未延伸部、白化のいずれかが、観察するフィルムの全面積中の５０％をこ
える範囲で見られたり、コントラスト性が悪いため検査性が悪い。
【００６９】
実施例１
（１）ＰＥＴ樹脂（Ａ）の製造
　エステル化反応缶を昇温し、２００℃に到達した時点で、テレフタル酸を８６．４質量
部及びエチレングリコールを６４．４質量部からなるスラリーを仕込み、攪拌しながら触
媒として三酸化アンチモンを０．０１７質量部及びトリエチルアミンを０．１６質量部添
加した。次いで、加圧昇温を行いゲージ圧３．５ｋｇｆ／ｃｍ２、２４０℃の条件で、加
圧エステル化反応を行った。その後、エステル化反応缶内を常圧に戻し、酢酸マグネシウ
ム４水和物０．０７１質量部、次いでリン酸トリメチル０．０１４質量部を添加した。さ
らに、１５分かけて２６０℃に昇温し、リン酸トリメチル０．０１２質量部、次いで酢酸
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ナトリウム０．００３６質量部を添加した。１５分後、得られたエステル化反応生成物を
重縮合反応缶に移送し、減圧下２６０℃から２８０℃へ徐々に昇温し、２８５℃で重縮合
反応を行った。
【００７０】
　重縮合反応終了後、９５％カット径が５μｍのナスロン製フィルターで濾過処理を行い
、ノズルからストランド状に押出し、予め濾過処理（孔径：１μｍ以下）を行った冷却水
を用いて冷却、固化させ、ペレット状にカットした。得られたＰＥＴ樹脂（Ａ）は、融点
が２５７℃、固有粘度が０．６１６ｄｌ／ｇ、不活性粒子及び内部析出粒子は実質上含有
していなかった。
【００７１】
（２）ＰＥＴ樹脂（Ｂ）の製造
　添加剤としてシリカ粒子（富士シリシア化学株式会社製、サイリシア３１０、平均粒径
２．７μｍ）を２０００ｐｐｍ含有させた以外はＰＥＴ（Ａ）樹脂と同様の製法で、ＰＥ
Ｔ樹脂（Ｂ）を作成した。
【００７２】
（３）光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの製造
　表層（ａ）の原料として、ＰＥＴ樹脂（Ａ）４０質量部と、ＰＥＴ樹脂（Ｂ）６０質量
部とをペレット混合し、１３５℃で６時間減圧乾燥（１Ｔｏｒｒ）した後、押出機１に供
給した。また、中間層（ｂ）層の原料としてＰＥＴ樹脂（Ａ）８２質量部と、ＰＥＴ樹脂
（Ｂ）１８質量部とをペレット混合し、１３５℃で６時間減圧乾燥（１Ｔｏｒｒ）した後
、押出機２に供給した。押出機２、及び押出機１に供給された各原料を、押出機の溶融部
、混練り部、配管、ギアポンプ、フィルターまでの樹脂温度は２８０℃、その後の配管で
は２７５℃とし、３層合流ブロックを用いてａ/ｂ/ａとなるように積層し、口金よりシー
ト状に溶融押し出した。なお、ａ層とｂ層との厚み比率は、ａ/ｂ/ａ＝８/８４/８となる
ように、各層のギアポンプを用いて制御した。また、前記のフィルターには、いずれもス
テンレス焼結体の濾材（公称濾過精度：１０μｍ粒子を９５％カット）を用いた。また、
口金の温度は、押出された樹脂温度が２７５℃になるように制御した。
【００７３】
　そして、押し出した樹脂を、表面温度３０℃の冷却ドラム上にキャスティングして静電
印加法を用いて冷却ドラム表面に密着させて冷却固化し、厚さ６８０μｍの未延伸フィル
ムを作成した。
【００７４】
　得られた未延伸シートを長手方向に１０５℃で３．０倍延伸した。縦延伸後のシートの
複屈折は０．０９５であった。次いで縦延伸後のフィルムを１秒間１００℃で加熱した。
加熱後のフィルムをテンターに導き、１７０℃で予熱し、１８０℃で幅方向に６．０倍延
伸した後、７％の弛緩処理を行いつつ２３０℃にて熱処理を行った。得られた二軸延伸ポ
リエチレンテレフタレートフィルム幅において、端縁を０％とし、他の端縁を１００％と
した場合の５０％に相当する領域から５５％に相当する領域について、スリットを行い、
厚さ３８μｍの光学フィルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを得た
。フィルムの製造条件を表１に示す。得られたフィルム物性を表２に示す。得られたフィ
ルムは、延伸むらや熱しわがみられず、品位良好なフィルムであった。
【００７５】
実施例２
　フィルムの切り取り位置を上記フィルム幅の８０％に相当する領域から９０％に相当す
る領域に変更する以外は実施例１に記載と同様にして光学フィルム検査用二軸延伸ポリエ
チレンテレフタレートフィルムを得た。得られたフィルム物性を表２に示す。
【００７６】
実施例３
　製膜条件を表１に記載の条件へと変更する以外は、実施例１と同様の方法にて光学フィ
ルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを得た。得られたフィルム物性
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【００７７】
比較例１
　製膜条件を表１に記載の条件へと変更する以外は、実施例１と同様の方法にて光学フィ
ルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを得た。得られたフィルム物性
を表２に示す。
【００７８】
比較例２
　製膜条件を表１に記載の条件へと変更する以外は、実施例１と同様の方法にて光学フィ
ルム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを得た。アニール処理について
は、得られたポリエチレンテレフタレートフィルムを１９０℃の乾燥炉内にて長手方向に
３％の弛緩処理を行った。得られたフィルムは、微細なむらや白化部が全面にみられた。
更には全面に微小なしわが見られたため、熱しわ判定法による評価が困難であった。得ら
れたフィルム物性を表２に示す。
【００７９】
比較例３、４
製膜条件を表１に記載の条件へと変更する以外は、実施例１と同様の方法にて光学フィル
ム検査用二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを得た。破断が多発し、フィルム
が得られなかった。
【００８０】
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【表１】

【００８１】
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【表２】
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